
（１）救助活動件数及び救助人員の状況
　消防機関が行う人命の救助とは、火災、交通事故、
水難事故、自然災害、機械による事故等から、人力
や機械力等を用いてその危険状態を排除し、被災者
等を安全な場所に搬送する活動をいう。
　平成27年中には平成27年９月関東・東北豪雨に
より、鬼怒川堤防が決壊するなど、広範囲で洪水被
害が発生する中、二次被害のおそれが懸念される困
難な状況下において、救命ボート等により住宅に取
り残された住民等に対する懸命な救助活動が実施さ
れる等、各地で多くの救助活動が行われた。
　平成27年中における全国の救助活動の実施状況
は、救助活動件数５万5,966件（対前年比729件減、
1.3％減）、救助人員（救助活動により救助された人
員をいう。）５万9,190人（同1,381人増、2.4％増）
である（第2-6-1表、附属資料44）。
　このうち、救助活動件数減少の主な要因は、「交
通事故」における救助活動件数（対前年比423件減、
2.8％減）が減少したことである。
　また、救助人員増加の主な要因は、平成27年９
月関東・東北豪雨に起因する「風水害等自然事故」
（対前年比1,971人増、214.5％増）において増加
したことである。

	 1.	 救助活動の実施状況 （２）事故種別ごとの救助活動の状況
　事故種別ごとの救助活動状況をみると、救助活動
件数及び救助人員ともに「建物等による事故」と「交
通事故」において高い数値のまま推移している。
　なお、「建物等による事故」については、救助活
動件数において、平成20年以降最多の事故種別と
なっており、救助人員においても、昭和53年（1978
年）以降最多の事故種別であった「交通事故」を抜
き、平成25年以降最多の事故種別となっている。
　救助出動人員（救助活動を行うために出動した全
ての人員をいう。）は、延べ132万8,039人である。
このうち、消防職員の出動人員は延べ124万5,998
人であり、「交通事故」による出動が27.7％、「建
物等による事故」による出動が27.3％となってい
る。一方、消防団員の出動人員は、延べ８万2,041
人であり、「火災」による出動が73.5％となっている。
　次に、救助活動人員（救助出動人員のうち実際に
救助活動を行った人員をいう。）は、延べ54万6,334
人であり、救助活動１件当たり9.8人が従事したこ
ととなる。また、事故種別ごとの救助活動１件当た
りの従事人員は「風水害等自然災害事故」の20.6
人が最も多く、次いで「火災」の15.3人となって
いる（第2-6-1図、 第2-6-2図、 第2-6-2表）。

	第	6	 節

	 第２章	 消防防災の組織と活動

	救助体制

第2-6-1表 救助活動件数及び救助人員の推移
区分

年
救助活動件数 救助人員

件　数 対前年増減比（％） 人　員 対前年増減比（％）

平成23年中 57,641 4.7 63,618 8.4

平成24年中 56,103 △ 2.7 59,338 △ 6.7

平成25年中 56,915 1.4 57,659 △ 2.8

平成26年中 56,695 △ 0.4 57,809 0.3

平成27年中 55,966 △ 1.3 59,190 2.4

（注）　１　「救助業務実施状況調」により作成
　　　２　消防本部・署を設置しない市町村の消防団の活動件数等も含めている。本節の以下のデータにおいても同じ。
　　　３　 平成23年中は、東日本大震災の影響により１月１日から３月10日の釜石大槌地区行政事務組合消防本部及び陸前高田市消防本部のデータを除き

集計している。
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第６節　救助体制

（１）救助隊数及び救助隊員数
　救助隊は、「救助隊の編成、装備及び配置の基準
を定める省令（昭和61年自治省令第22号）」（以下「救
助省令」という。）に基づき、消防本部及び消防署
を置く市町村に設置される。人命の救助に関する専
門的な教育（140時間）を受けた隊員、救助活動に
必要な救助器具及びこれらを積載した救助工作車等
によって構成され、救助隊、特別救助隊、高度救助

隊及び特別高度救助隊＊1の４つに区分される。
　平成28年４月現在、715消防本部に1,418隊設置
されており、救助隊員は２万4,449人となっている。
１消防本部当たり約2.0隊の救助隊が設置され、１
隊に17.2人の救助隊員が配置されていることとな
る。消防本部数及び救助隊数は広域化により減少し
ているが、１消防本部当たりの救助隊数及び１隊当
たりの救助隊員数は増加傾向にある。

	 2.	 救助活動の実施体制

第2-6-2図 事故種別救助人員の状況第2-6-1図 事故種別救助活動件数の状況

（備考）　「救助業務実施状況調」により作成

火災
4,073件
（7.3％）
316件減、
7.2％減

火災
4,073件
（7.3％）
316件減、
7.2％減

交通事故
14,673件
（26.2％）
423件減、
2.8％減

交通事故
14,673件
（26.2％）
423件減、
2.8％減 水難事故

2,747件
（4.9％）
107件増、
4.1％増

風水害等自然災害事故
300件（0.5％）
17件減、5.4％減

機械による事故
1,138件（2.0％）135件増、13.5％増

建物等による事故
22,378件（40.0％）
265件減、1.2％減

建物等による事故
22,378件（40.0％）
265件減、1.2％減

ガス及び酸欠事故
374件（0.7％）
13件減、3.4％減

その他
10,280件（18.4％）
65件増、0.6％増

その他
10,280件（18.4％）
65件増、0.6％増

救助活動件数
55,966件

破裂事故
３件（0.0％）
２件減、40.0％減

（平成27年中）

（備考）　「救助業務実施状況調」により作成

交通事故
19,350人
（32.7％）
668人減、
3.3％減

交通事故
19,350人
（32.7％）
668人減、
3.3％減

火災
1,822人（3.1％）
89人増、5.1％増

建物等による事故
21,008人（35.5％）
55人減、0.3％減

建物等による事故
21,008人（35.5％）
55人減、0.3％減

その他
9,634人（16.3％）
100人減、1.0％減

その他
9,634人（16.3％）
100人減、1.0％減

救助人員
59,190人 水難事故

2,783人
（4.7％）
39人増、
1.4％増

風水害等自然災害事故
2,890人（4.9％）
1,971人増、214.5％増

機械による事故
1,378人（2.3％）172人増、14.3％増

ガス及び酸欠事故
323人（0.5％）
65人減、16.8％減

破裂事故
２人（0.0％）
２人減、50.0％減

（平成27年中）

第2-6-2表 事故種別救助出動及び活動の状況
（平成27年中）

事故種別
区分

火　災 交通事故 水難事故
風水害等

自然災害事故
機械に

よる事故
建物等に
よる事故

ガス及び
酸欠事故

破裂事故 その他 計

救助活動件数
4,073 14,673 2,747 300 1,138 22,378 374 3 10,280 55,966 

（7.3） （26.2） （4.9） （0.5） （2.0） （40.0） （0.7） （0.0） （18.4） （100.0）

救助人員
1,822 19,350 2,783 2,890 1,378 21,008 323 2 9,634 59,190 

（3.1） （32.7） （4.7） （4.9） （2.3） （35.5） （0.5） （0.0） （16.3） （100.0）

消
防
職
員

救助出動人員
137,088 345,429 78,457 7,050 25,743 339,802 11,123 71 301,235 1,245,998 
（11.0） （27.7） （6.3） （0.6） （2.1） （27.3） （0.9） （0.0） （24.2） （100.0）

救助活動人員
54,495 148,056 38,868 5,269 11,476 179,663 3,888 25 91,691 533,431 

（10.2） （27.8） （7.3） （1.0） （2.2） （33.7） （0.7） （0.0） （17.2） （100.0）

消
防
団
員

救助出動人員
60,295 1,421 3,096 1,146 161 2,098 169 0 13,655 82,041

（73.5） （1.7） （3.8） （1.4） （0.2） （2.6） （0.2） （0.0） （16.6） （100.0）

救助活動人員
7,702 136 1,834 924 4 23 2 0 2,278 12,903 

（59.7） （1.1） （14.2） （7.2） （0.0） （0.2） （0.0） （0.0） （17.7） （100.0）

１件当たりの救助活動人員 15.3 10.1 14.8 20.6 10.1 8.0 10.4 8.3 9.1 9.8 

（注）　１　「救助業務実施状況調」により作成
　　　２　（　）内は構成比（％）。単位未満四捨五入のため、合計等が一致しない場合がある。
　　　３　「救助出動人員」とは、救助活動を行うために出動した全ての人員をいう。
　　　４　「救助活動人員」とは、救助出動人員のうち実際に救助活動を行った人員をいう。
　　　５　 「建物等による事故」とは、建物、門、柵、へい等建物に付帯する施設又はこれらに類する工作物の倒壊による事故、建物等内に閉じ込められる

事故、建物等に挟まれる事故等をいう。
　　　６　「その他」とは、上記事故種別以外の事故で、消防機関による救助を必要としたものをいう。

＊１　�救助省令に基づき、人口10万人以上の消防常備市町村には、特別救助隊が設置され、中核市等では１以上の特別救助隊を高
度救助隊とし、また、東京消防庁及び政令指定都市では、１以上の高度救助隊を特別高度救助隊とすることとされている。
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（２）救助活動のための救助器具等の保有状況
　救助活動のための救助器具等には、油圧スプレッ
ダーなどの重量物排除用器具、油圧切断機などの切
断用器具及び可燃性ガス測定器などの検知・測定用
器具などがあり、発生が懸念されている大規模地震
災害やテロ災害に備えて、より高度かつ専門的な機
能が必要とされているため、消防庁として、救助工
作車及び救助器具等について、緊急消防援助隊設備
整備補助金及び地方交付税措置を講じることなどに
より、その整備の促進を図っている（第2-6-3表）。

　救助活動に必要な体力、精神力、技術力を養うと
ともに、全国の救助隊員が一同に会し、競い、学ぶ
ことを通じて他の模範となる救助隊員を育成するこ
とを目的に、昭和47年（1972年）から全国消防救
助技術大会が毎年開催されている（主催：一般財団
法人全国消防協会、後援：消防庁ほか）。
　全国消防救助技術大会は、陸上の部と水上の部に
分かれており、それぞれの部に隊員一人ひとりが基
本的な技能を練磨する「基礎訓練」、隊員個人の技
能とともに隊員間の連携を練磨する「連携訓練」、
さらに、使用する器材や訓練要領などを定めず出場
隊員の創意工夫のもと訓練想定から救助方法までを
披露する「技術訓練」が行われる。
　第45回大会は、平成28年８月24日に四国で初と
なる松山市で開催され、陸上の部は697人、水上の
部は228人の隊員が参加した。第46回大会は仙台
市で開催される。

（１）体制の整備
　消防機関の行う救助活動は、火災、交通事故、水
難事故、自然災害からテロ災害などの特殊な災害に
まで及ぶものであり、消防庁ではこれらの災害に対
して適切に対応できるよう所要の体制の整備を進め
ている。特に平成16年10月に発生した新潟県中越
地震、平成17年４月に発生したJR西日本福知山線
列車事故などを踏まえて全国的な救助体制の強化の
必要性が高まり、平成18年４月に救助省令を改正
し、新たに東京消防庁及び政令指定都市消防本部に
特別高度救助隊を、また、中核市消防本部等に高度
救助隊を創設した。これらの隊には従来の救助器具
に加え、地震警報器や画像探索機などの高度救助用
器具を備えることとし、関係消防本部において着実
に整備が進められてきた。また、この特別高度救助
隊及び高度救助隊の隊員の構成については、人命の
救助に関する専門的かつ高度な教育を受けた隊員で
構成することとし、その隊員の教育を消防大学校や
各都道府県、各政令指定都市の消防学校などにおけ
る教育訓練に取り入れた。

（２）車両及び資機材の整備
　平成31年にラグビーワールドカップ2019、平成
32年に2020年東京オリンピック・パラリンピック
競技大会など、大規模イベントが開催予定であり、
国内外においてテロの発生が危惧される中で、有毒
化学物質や細菌などの生物剤、放射線の存在する災
害現場においても迅速かつ安全な救助活動を行うこ
とが求められている。こうした状況を踏まえ消防庁
では、救助隊の装備の充実を図るため、消防組織法
第50条（国有財産等の無償使用）に基づき、主要

	 3.	 全国消防救助技術大会の実施

	 4.	 救助体制の課題

第2-6-3表 救助活動のための機械器具等の保有状況及び救助隊が搭乗する車両
（平成28年４月１日現在）

主
な
救
助
器
具

省令別表
第１

三連
はしご

救命索
発射銃

油圧
スプレッダー

油圧切断機
可搬

ウィンチ
エンジン
カッター

チェーンソー ガス溶断器
可燃性

ガス測定器
空気

呼吸器

7,244 1,902 2,143 2,026 4,356 6,116 6,622 1,353 5,562 50,313 

省令別表
第２

マット型
空気ジャッキ

大型油圧
スプレッダー

大型油圧
切断機

削岩機 空気鋸
ロープ
登降機

ハンマ
ドリル

送排風機
酸素

呼吸器

2,672 2,156 2,186 1,684 1,942 2,952 1,562 2,131 3,461 

省令別表
第３

画像探索機
地中音響

探知機
熱画像

直視装置
夜間用

暗視装置
地震

警報器
電磁波

探査装置
二酸化炭素

探査装置
水中

探査装置

  611   316 1,126   342   190 100    58    81

搭乗車両
救助

工作車
はしご車

屈折
はしご車

消防
ポンプ車

水槽付
ポンプ車

化学車 その他 計

1,243   437    77   266   374   123   480 3,000 
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都市に特殊災害対応自動車＊2、大型除染システム搭
載車＊3、化学剤検知器など所要の車両及び資機材を
配備している。
　また、大規模地震や特殊な事故に備え、同じく無
償使用により、ウォーターカッター装置＊4と大型ブ

ロアー装置＊5を搭載した特別高度工作車や大規模震
災用高度救助車＊6などの車両・資機材を配備している。
　さらに、広島土砂災害や御嶽山噴火災害を踏まえ、
重機＊7及び重機搬送車並びに火山対応型山岳救助資
機材キット＊8、有毒ガス（化学剤）検知器を配備し、

特殊災害対応自動車

特殊災害対応自動車の積載資機材
（可搬型化学剤検知・同定装置）

特別高度工作車 大型除染システム搭載車

重機及び重機搬送車

大規模震災用高度救助車

＊２　特殊災害対応自動車：NBC災害に対応するため各種検知器や防護服などを積載することができる構造を有する車両
＊３　�大型除染システム搭載車：NBC災害において隊員及び曝露者などを除染するために、１時間に200名以上除染できる大型除

染システムを積載した車両
＊４　�ウォーターカッター装置：研磨剤を含む高圧の水流により切断を行う器具。切断時に火花が発生しないため危険物や可燃性

ガスが充満した場所でも使用可能
＊５　大型ブロアー装置：車両積載の高性能大型排煙機。排煙と同時に噴霧消火等も可能
＊６　�大規模震災用高度救助車：一般の救助工作車よりも小型な車両２台で１組とし、震災対応に特化した資機材を搭載する車両
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緊急消防援助隊の充実強化を図っており、各消防本
部では、これらの資機材等を活用した訓練が実施さ
れている（第2-6-4表）。

（３）救助技術の高度化等
　多様な救助事案に全国の消防本部が的確に対応し
うることを目的に、救助技術の高度化などを推進す
るため、平成９年（1997年）度以降、有識者や消
防機関関係者などにより構成される検討会において
検討を行うほか、全国の救助隊員などの意見交流の
場として、平成10年（1998年）度以降、全国消防
救助シンポジウムを毎年度開催している。平成27年
度は、「御嶽山噴火災害を踏まえた山岳救助活動の
高度化等検討会」を開催し、その方策について検討
を行い、「山岳救助活動時における消防機関の救助
活動マニュアル」を作成し、当該検討会報告書とし
て取りまとめ公表している。
　平成28年度は、2020年東京オリンピック・パラ
リンピック競技大会などに向けて、NBC等大規模テ
ロ災害時における消防機関の対応能力をより一層充
実、向上させることが求められていることを踏まえ、
検討会においては各消防本部の態勢等について現状
分析を行った上で、これまでの訓練などにおいて
培った経験、教訓や近年のテロ災害の状況等を踏ま
え、消防活動上の留意事項、活動要領及び除染要領
などをまとめた現行のNBC災害に関する活動マニュ
アル（平成25年度消防・救助技術の高度化等検討
会報告書）の記載内容を充実するとともに、爆弾テ
ロも含めた大規模テロ災害発生時において時系列的
に各部隊に求められる活動や戦術を整理し、実践的
なものとするため検討を行っている。
　一方、全国消防救助シンポジウムは、テーマを「消
防機関におけるNBC災害対応能力向上を目指して」
として、平成28年12月5日に開催し、NBC災害の特
性を踏まえ、救助資機材の使用方法や各消防本部の
救助体制のあり方、関係機関との連携などについて、
専門家による講演や消防本部による事例研究発表、

総合討論を行い、全国の消防本部の経験、知見及び
技術を共有することにより、対応能力の向上に資す
る機会とした。

区分
配備年度

車　　　両 配備数

平成18年度
大型ブロアー装置搭載車 ５台

ウォーターカッター装置搭載車 ５台

平成19年度 大型除染システム搭載車 ５台

平成20年度 特別高度工作車 ５台

平成21年度

特別高度工作車 ９台

大型除染システム搭載車 ８台

特殊災害対応自動車 10台

平成24年度

大型除染システム搭載車 ４台

特殊災害対応自動車 １台

特殊災害工作車 ２台

大規模震災用高度救助車 ３組

重機及び重機搬送車 19組

平成27年度
重機及び重機搬送車 ３組

大型除染システム搭載車 １台

平成28年度 大型除染システム搭載車 １台

第2-6-4表 主な車両及び資機材の配備状況
（無償使用によるもの）

区分
配備年度

資　機　材 配備数

平成18年度 検知型遠隔探査装置 １式

平成20年度 化学剤検知器（携帯型気体用） 29式

平成21年度

化学剤検知器（携帯型気体用） 86式

化学剤検知器
（化学物質同定装置（液体・固体用））

15式

化学剤検知器
（化学物質同定装置（気体用））

15式

生物剤検知器（生物剤同定装置） 110式

陽圧式化学防護服 500着

除染シャワー 100式

救助用支柱器具 100式

検知型遠隔探査装置 １式

平成23年度

生物剤検知器（携帯型気体用） 11式

検知型遠隔探査装置 ４式

バッテリー式救助用破壊器具 500式

ドライスーツ 500式

大型除染システム １式

平成24年度 生物剤検知器（携帯型気体用） 10式

平成27年度

化学剤検知器（携帯型気体用） 30式

火山対応型山岳救助資機材キット 41式

有毒ガス測定器及び有毒ガス検知管 110式

＊７　重機：がれき、土砂などの障害物を除去することにより、道路の啓開、救助隊等と連携した効果的な救助活動を行う。
＊８　�火山対応型山岳救助資機材キット：噴火災害時において、活動が困難な救助現場に対処するため、火山性ガス検知器や防毒

マスク、山岳用資機材をセットにしたもの
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